
結婚、妊娠・出産期 乳幼児期(就学前) 学齢期(小・中学生) 青年期(高校生年代)

令和６年度子ども・子育て関連予算のポイント
〜「子育て楽しいさいたま市」を目指して〜

Ⅰ 結婚、妊娠・出産期から青年期まで切れ目のない経済的支援の充実

Ⅱ 親子の絆を社会全体で支える子育て支援の充実

Ⅲ 良好な教育環境と居場所の確保

・児童手当、子育て支援医療費助成の対象年齢拡大
・大学等進学「夢」支援（大学等の受験料、入学一時金）

・低所得の子育て家庭児童進学支援（模試費用、受験料、大学等入学一時金）

・産後ケア事業の拡充（利用者負担軽減措置を拡大）
・子育てヘルパー派遣事業の拡大
・ファミリー・サポート・センターの利用支援事業の拡大

・保育人材確保施策の拡充
・こども誰でも通園制度（仮称）の試行的実施
・私立幼稚園等の「特別な教育支援が必要な幼児」への支援の充実
・医療的ケア児受入支援体制の強化

・小学校35人学級の実施
・不登校等児童生徒への支援の

充実（Ｇｒｏｗｔｈ）
・スポーツを科学する生徒の育成
・武蔵浦和駅周辺地区に公共施

設（義務教育学校等）を整備

・大和田地区に小学校を整備
・生活困窮世帯の子どもへの学習支
援等

・様々な課題を抱える子どもに対
する学習機会と居場所の提供

・子どもの居場所づくり事業（子ど
も食堂等への支援）の対象拡大

Ⅳ その他
・第３期さいたま子ども・青少年のびのび希望プランの策定等
・子ども・青少年希望（ゆめ）基金の創設
・児童センター子ども運営会議のモデル事業の実施
・子どもの提案の対象年齢の拡大
・子ども・子育て支援の充実・強化のための（仮称）大宮警察署
跡地公園の計画検討

乳幼児期～高校生年代

学齢期～高校生年代

高校生年代

出産期～乳幼児期 学齢期(小学生)

乳幼児期

学齢期(小・中学生)

・放課後子ども居場所事業のモデル事業の実施
・民設放課後児童クラブの整備促進

・児童手当の拡充（所得制限の撤廃、対象年齢の拡大、第3子以降の
支給額の増額）

・児童扶養手当の拡充（所得制限の緩和、第3子以降の支給額の増額）
・養育費サポート事業の創設



Ⅰ 結婚、妊娠・出産期から青年期まで切れ目のない経済的支援の充実①

217億9,219万円
（+35億1,551万円）

児童手当制度の改正に伴い、所得制限の
撤廃、対象年齢の拡大、第3子以降の支給額
の増額を実施します。

子育て環境の充実と子育て世帯の経済的
負担の軽減を図るため、令和6年10月から入
通院の医療費の助成対象年齢を18歳の年度
末まで拡大します。

図表
（改正内容や事業イメージなど）

子育て支援医療費助成の拡大

〔子育て支援課〕
71億5,339万円

（+20億158万円）

拡大

児童手当の拡充
〔子育て支援課〕

【現行】

対象年齢 助成内容

０歳～
中学校卒業前まで
（中学校等を卒業
又は終了する日の

属する月の末日まで）

通院・入院に係る医療費
（保険診療の一部負担金）

※所得制限なし
※自己負担金なし

【改正後】
対象年齢 助成内容
０歳～

高校３年生まで
（１８歳に達する日

以後の最初の
３月３１日まで）

変更なし

第1、2子 15,000円

第3子以降 30,000円

第1、2子 10,000円 第1、2子 10,000円

第3子以降 15,000円 第3子以降 30,000円

第1、2子 10,000円

第3子以降 30,000円

－ 第1、2子 10,000円

－ 第3子以降 30,000円

一律  　5,000円 0円

高校生

－

0～3歳未満一律　15,000円

中学生 一律　10,000円 中学生

毎年2月、6月、10月（前4か月分を支給）
※令和6年12月支給分から毎偶数月が定期払に変更（年6
回）

3歳～小学生

特例給付（※所得制限以上）

支払期月

（拡大前）令和６年９月分まで （拡大後）令和６年10月分以降
高校修了までの国内に住所を有する児童

0～3歳未満

所得制限額

　・698万円未満

高校生

・年3回
・毎年2月、6月、10月（前4か月分を支給）

支給対象
中学校修了までの国内に住所を有する児童

（15歳に到達後の最初の年度末まで）

手当月額

3歳～小学生

所得制限

(夫婦と児童2人)

特例給付（※所得制限以上）

（18歳に到達後の最初の年度末まで）

令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大



Ⅰ 結婚、妊娠・出産期から青年期まで切れ目のない経済的支援の充実②

578万円
（+578万円）

低所得の子育て家庭等の児童の進学に向
けた経済的支援を行うため、模試費用や受
験料を助成するとともに、大学等入学時に
入学一時金を助成します。

自身が持つ夢や志を叶えようという熱意
があるものの、世帯収入が少なく学資の負
担が困難な学生に対して、大学等の受験料
補助及び入学一時金を支給します。

大学等進学「夢」支援の創設
〔学事課〕

新規
低所得の子育て家庭児童進学支援の創設
〔子育て支援課〕

909万円
（+909万円）

● 助成額
①模試費用：中学生、高校生の各ステージの受験に向けた、模試を

受けるために必要な費用(受験料)を助成する
・中学３年生： 6,000円上限
・高校３年生： 8,000円上限

②受 験 料 ：大学等を受験する際に必要な費用(受験料)を助成する
・高校３年生： 53,000円上限
※①及び②については、国庫補助事業
〔補助率〕国：1/2・市：1/2

③入学一時金 高校３年生：250,000円(市独自事業)

〇補助額
①受験料（1人当たり）：5万3千円（上限）
②入学一時金 ：25万円

〇世帯収入、学力評定、自身の夢や志についての作文を総合的
に審査し、支給対象者３０人を決定します。
〇財源の一部としてクラウドファンディング等による寄附の受
け入れを実施しながら、大学等の受験料と入学一時金を支給し
ます。

一般財源

給
付基金

学
生

寄附金

繰り入れ

クラウドファン
ディング
企業寄附 等 大

学
等
進
学

「
夢
」
支
援

令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

新規



Ⅰ 結婚、妊娠・出産期から青年期まで切れ目のない経済的支援の充実③

29億8,133万円
（+2億6,879万円）

児童扶養手当制度の改正に伴い、所得制
限の緩和・第3子以降の支給額の増額を実施
します。

ひとり親家庭の養育費の安定的な確保を
支援するため、未払い養育費の立替支援を
実施するとともに、養育費の差押え等の手
続費用の助成を実施します。

図表
（改正内容や事業イメージなど）

養育費サポート事業の創設
〔子育て支援課〕

新規
児童扶養手当の拡充
〔子育て支援課〕

348万円
（+348万円）

●令和７年１月から支給拡充
・第３子以降の支給額を引き上げ
月額6,250円から第２子と同じ月額10,420円に引き上げ

・支給要件となる所得制限を緩和
年収160万円→年収190万円（満額支給の上限）

令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

産後ケア事業の利用者負担軽減措置の
拡大
〔母子保健課〕

4,275万円
（+1,848万円）

子育てヘルパー派遣事業の充実

〔子育て支援課〕

拡大

636万円
（+275万円）

育児や体調に不安があり、家族等の協力
が得られない産婦に対し、実施している訪
問型・宿泊型・デイサービス型の３種類の
産後ケア事業について、利用者負担の軽減
措置を課税世帯にも拡大します。

子育て家庭の育児に対する更なる負担軽
減を図るため、1歳未満の乳児を養育する家
庭が利用できる日数を拡大します。

Ⅱ 親子の絆を社会全体で支える子育て支援の充実①

＜子育てヘルパー派遣事業＞
妊婦中又は出産後等の家事や育児を行うことが困難な子育

て家庭に、ホームヘルパーを派遣し、家事や育児の援助を行
います。

＜利用日数＞

対象者

妊婦

１歳未満の乳児を養育する者

１歳未満の多胎児・多子（小学校
就学前3人以上）を養育する者

流産・死産し、体調不良により家
事等が困難な者

１歳から小学６年生までの児童を
養育しているが、体調不良のため
に家事等が困難な者

利用日数（上限）

１０日

３０日

１０日

１０日

１５日　　　　　　　　　　２０日に拡大

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

ファミリー・サポート・センター利用
支援事業の拡大
〔子育て支援課〕

169万円
（+0万円）

放課後子ども居場所事業のモデル4校で
の実施
〔放課後児童課〕

新規

9,018万円
（+ 9,018万円）

仕事と育児の両立を支援するため、ファ
ミリー・サポート・センター事業における
利用料の助成対象をひとり親家庭、ダブル
ケア世帯及び多子世帯に加え、多胎世帯に
も拡大します。

利用を希望する全ての児童を対象に、最
も身近な小学校の施設を活用して、安心・
安全な放課後の居場所を提供するモデル事
業を市内4校で実施します。

Ⅱ 親子の絆を社会全体で支える子育て支援の充実②

＜事業イメージ＞

＜ファミリー・サポート・センター利用支援事業＞
ファミリー・サポート・センター事業を利用した、ひとり

親家庭、ダブルケア世帯、多子世帯及び多胎世帯に対し、利
用料の一部（月額２万円上限）を助成します。

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

民設放課後児童クラブの整備促進と
余裕教室等の活用
〔放課後児童課〕

1億5,609万円
（+2,849万円）

保育人材確保対策事業

〔保育課、保育施設支援課〕

拡大

20億3,526万円
（+ 1億1,689万円）

民設放課後児童クラブの整備促進を図る
ため、施設整備に対する助成を行います。
また、新たに2つの小学校の余裕教室等を活
用し、放課後児童クラブの施設整備を実施
します。

保育士の処遇改善や保育士用宿舎借り上
げに係る経費等を補助します。また、新た
に、市内の私立認可保育所等で就労を開始
する保育士の奨学金返済に係る経費の一部
を補助します。

Ⅱ 親子の絆を社会全体で支える子育て支援の充実③

【新規】保育士奨学金返済支援事業

【拡大】
保育補助者雇上強化事業、保育体制強化事業等
の補助対象を拡大

返済支援
(1人あたり最大18万円)

申請

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

こども誰でも通園制度（仮称）の
試行的実施
〔幼児政策課、保育課〕

4,695万円
（+4,695万円）

私立幼稚園等における特別支援教育に
対する支援の充実
〔幼児政策課〕

新規

1億2,339万円
（+ 2,268万円）

幼稚園・保育所等において、月一定時間
までの利用可能枠の中で、就労要件を問わ
ず柔軟に利用できる新たな制度の創設に向
けた試行的事業を実施します。

私立幼稚園等における特別支援教育に対
する支援の一層の充実を図り、特別な教育
的支援が必要な幼児に係る幼児教育振興補
助金の補助対象人数を拡大します。

Ⅱ 親子の絆を社会全体で支える子育て支援の充実④

 埼玉県特別支援教育費補助金の上乗せ補
助として、県補助金を受けられない「障
害の疑いのある幼児」に対して、市独自
に補助を行っている。
（補助基準額︓園児一人あたり522千円）

 「障害の疑いのある幼児」に対する補助
は一園あたり３人を上限としていたが、
昨今における障害の疑いのある幼児の増
を踏まえ、上限を一園あたり５人に拡大。

0歳6ヵ月〜2歳の
未就園児が対象

月10時間を上限
に通園可能

・子どもの育ちを応援︕
・子育て家庭への支援強化︕

新規



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

保育所等における医療的ケア児の受入
促進
〔保育課、保育施設支援課〕

2億1,027万円
（+5,272万円）

医療的ケア児保育支援センターにおいて、
未就学の医療的ケア児や家族に対しての相
談、受入施設等に対して研修等の支援を実
施します。

また、医療的ケアを必要とする児童の受
入れを行う私立認可保育所等の支援を実施
するとともに、受入施設を拡大します。

Ⅱ 親子の絆を社会全体で支える子育て支援の充実⑤

①看護師を配置して医療的ケア
を実施 529万円／園

②医療的ケア児2名以上の受入れ
＋看護師を複数配置

1,058万円／園

①未就学の医療的ケア児の家族
からの相談や一時預かり等の
支援

②医療的ケア児受入施設等に対
する研修等の支援

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

小学校における35人学級の推進
〔学校施設管理課、教育財務課、
教育課程指導課、健康教育課〕 5億5,310万円

（+1億,4054万円）

不登校等児童生徒への支援の充実
（Ｇｒｏｗｔｈ）
〔総合教育相談室〕

拡大

2,400万円
（-1,486万円）

不登校等児童生徒支援センターにおい
て、学習支援等を補助する人材やメタバー
スを活用したオンライン学習を実施し、新
たに「学びの多様化学校」の設置に向け検
討を進めます。

市立小学校の35人学級の実施等による学
校の教室を確保するため、教室改修及び仮
設校舎の設置を行うとともに必要な物品を
購入します。

Ⅲ 良好な教育環境と居場所の確保①

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

スポーツを科学する生徒の育成

〔教育課程指導課、高校教育課〕
1,055万円

（+186万円）

武蔵浦和駅周辺地区に義務教育学校の
整備
〔学校施設整備課〕

拡大

3億4,118万円
（+303万円）

学校規模による課題の解消とともに、教
育の質の向上を図るため、武蔵浦和駅周辺
地区に義務教育学校を整備するための実施
設計を業務割合を増やして昨年度に引き続
き実施します。

ＤＸツールのアカウント数を増加し、全
ての市立中・高等学校及び中等教育学校で
「スポーツを科学する部活動」を、全ての
市立小学校で「スポーツを科学する授業」
を実施します。

Ⅲ 良好な教育環境と居場所の確保②

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校 外観パース

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

社会福祉施設等を含む複合型小学校の
整備
〔学校施設整備課〕

39億8,490万円
（+38億6,753万円）

様々な課題を抱える子どもに対する
学習機会と居場所の提供
〔生活福祉課〕

拡大

1億1,705万円
（+2,650万円）

生活困窮世帯の小中学生及び高校生等を
対象に、子どもの基礎学力の向上や大人と
触れ合う居場所の提供等を目的とした学習
支援を実施します。

大和田特定土地区画整理事業の進捗に合
わせ、市民利用前提の学校体育施設（プー
ル等）を備えた小学校、保育所等を一体的
に整備するための工事を実施します。

Ⅲ 良好な教育環境と居場所の確保③

学習支援員やボラン
ティアの先生から勉
強を教わる様子

参加者たちとのレク
リエーション（クリ
スマス会）の様子新設大和田地区小学校 外観パース

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

様々な課題を抱える児童を支援する
常設型の居場所づくり
〔子ども・青少年政策課〕

2,711万円
（+2,711万円）

子ども食堂・フードパントリー・多世
代交流会食への支援の拡充
〔子ども・青少年政策課〕

拡大

495万円
（+75万円）

子どもの居場所の更なる拡充のため、支
援対象を多世代交流会食実施団体等に加え、
子ども食堂、フードパントリー及び生活指
導・学習支援を実施する団体等に拡大しま
す。

（出所）令和６年度 放課後児童対策・こども・子育て支援
関連予算案の概要（こども家庭庁成育局成育環境課）

養育環境に課題を抱える児童に対して、
安心・安全な居場所の提供や食事の提供、
生活習慣の形成等の支援を包括的に提供す
る常設型施設への支援を行います。

Ⅲ 良好な教育環境と居場所の確保④

新規



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

第３期子ども・青少年のびのび希望
プランの策定
〔子ども・青少年政策課〕

2,721万円
（+1,959万円）

子ども・青少年希望（ゆめ）基金の
創設
〔子ども・青少年政策課〕

新規

1,000万円
（+1,000万円）

本市の少子化・子育てをめぐる現状と課
題を検証した上で、今後取り組むべき少子
化対策と子ども・子育て支援事業等を検討
し、次期プランの策定を行います。

市民や企業等からの寄附金等の受け皿と
なる「さいたま市子ども・青少年希望（ゆ
め）基金」を新たに設置し、積立てを行い
ます。

寄附金 市の積立金 運用益金

さいたま市子ども・青少年希望（ゆめ）基金

①困難を抱える子ども・青少年や子育て家庭の支援

②体験活動などを通じた子ども・青少年の健全育成

【積立】

【処分】

Ⅳ その他①

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

子どもの提案の対象年齢の拡大

〔広聴課〕
49万円

（+24万円）
中学生を対象としていた子どもからの意

見募集について、対象年齢を拡大します。

Ⅳ その他②

児童センター子ども運営会議の
モデル事業実施
〔子ども・青少年政策課〕

新規

30万円
（+30万円）

児童センターの運営に子どもの意見を反
映する仕組みづくりとして、子ども運営会
議のモデル事業を実施します。

「子どもの提案」は市のまちづくりに対する
提案を聴く機会を設け、市政に反映すること
を目的に、テーマを設けて実施しています。
今年度から、対象年齢を拡大し、高校生から
も意見を募集します。

拡大



令和６年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

（仮称）大宮警察署跡地公園の
基本計画検討
〔都市公園課〕

2,176万円
（+2,176万円）

旧大宮警察署跡地について、こども・子
育て世帯の目線に立った公園整備に向け、
基本計画の検討を行います。

Ⅳ その他③

新規


